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屋
あ
り
、
病
名
や
症
状
に
応
じ
て

感
染
予
防
の
対
策
が
十
分
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
各
保
育
室
に
は
お

も
ち
ゃ
・
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
・
絵

本
等
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
お
子

さ
ん
の
生
活
リ
ズ
ム
や
体
調
に
合

わ
せ
て
活
動
が
で
き
ま
す
。

　

ゆ
っ
た
り
と
過
ご
す
こ
と
で
無

理
な
く
体
力
を
取
り
戻
せ
る
と
い

う
、
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
た
保

　　
　
　
　

ス
マ
イ
ル
が
開
設
し
て

　
　
　
　

半
年
余
り
が
経
ち
、
多

　
　
　
　

く
の
ご
家
庭
に
ご
利
用

　
　
　
　

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ス
マ
イ
ル
で
は
、

　

「
子
ど
も
が
病
気
だ
け
れ
ど
仕

事
が
休
め
な
い
」

　

「
病
気
は
回
復
し
て
き
た
け
れ

ど
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
に

行
か
せ
る
に
は
ま
だ
心
配
」

　

「
子
ど
も
が
感
染
症
（
お
た
ふ

く
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
）
に
罹

っ
て
し
ま
っ
た
が
治
る
ま
で
長
期

間
仕
事
が
休
め
な
い
」
と
い
っ
た

ご
家
庭
を
専
任
の
看
護
師
・
保
育

士
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

保
育
室
は
隔
離
室
を
含
め
４
部

育
看
護
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
症
状
や
年
齢
に
応
じ
た
昼

食
（
一
食
５
２
５
円
）
も
提
供
で

き
ま
す
。

■
手
続
き
に
つ
い
て　

　

事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

　

か
か
り
つ
け
の
病
院
を
受
診
し

て
い
た
だ
き
、
保
育
所
を
利
用
し

て
も
よ
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
、

医
師
の
診
断
を
受
け
て
か
ら
、
予

約
を
入
れ
て
い
た
だ
く
と
手
続
き

は
完
了
で
す
。

　

そ
の
他
、
詳
細
は
病
児
・
病
後

児
保
育
所
ス
マ
イ
ル
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
施
設

見
学
も
で
き
ま
す
の
で
お
気
軽
に

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
子
ど
も

・
生
後
６
ケ
月
〜
小
学
校
３
年
生

・
市
内
在
住
の
児
童

・
市
内
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小

学
校
に
通
っ
て
い
る
児
童

・
保
護
者
が
市
内
に
勤
務
し
て
い

る
児
童

■
開
所
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

（
祝
日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
）

■
利
用
料
金

　

一
日
に
つ
き
階
層
区
分
に
よ
り

　

無
料
か
ら
３
千
円

■
お
問
い
合
わ
せ

　

韮
崎
市
病
児
・
病
後
児
保
育
所

　

「
ス
マ
イ
ル
」

　

（
市
立
病
院　

病
棟
２
階
）

　

☎
２
３
ー
４
５
０
７　
　
　
　

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
別
に
し

て
い
る
18
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

ま
で
に
あ
る
児
童
（
身
体
・
精
神

に
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
未

満
）
な
ど
、
次
に
該
当
す
る
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
に
、
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
を
図

る
た
め
、手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
制
限
等
、
受
給
用

件
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
の
受
給
者
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

■
対
象
児
童

・
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

　

（
遺
族
年
金
受
給
者
は
除
く
）

・
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
状

態
に
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
な

児
童

・
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
未
婚
の
母
の
子

※
児
童
が
公
的
年
金
を
受
給
で
き

る
場
合
、
児
童
福
祉
施
設
・
里
親

に
委
託
さ
れ
て
い
る
場
合
、
父
ま

た
は
母
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も

含
む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る
場
合

等
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
支
給
月

　

12
月
（
８
月
〜
11
月
分
）

　

４
月
（
12
月
〜
３
月
分
）

　

８
月
（
４
月
〜
７
月
分
）

※
手
当
の
支
給
開
始
は
、
申
請
書

を
提
出
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
と

な
り
ま
す
。

※
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
担
当

　

（
内
線
１
７
４
）

　

大
学
や
高
等
学
校
に
入
学
・
進

学
す
る
際
に
は
、
入
学
金
・
授
業

料
の
ほ
か
、
施
設
設
備
費
や
制
服

代
な
ど
の
経
費
が
必
要
で
す
。

　

県
で
は
、
母
子
・
寡
婦
家
庭
の

お
子
さ
ん
の
入
学
・
進
学
に
必
要

な
資
金
計
画
に
つ
い
て
ご
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
お
早
め

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
！

【
母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
限

度
額
の
例
】

私
立
大
学
・
自
宅
外
通
学
の
場
合

○
修
学
資
金　

月
額
六
万
四
千
円

　

（
日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学

　

金
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。）

○
就
学
支
度
資
金　

五
十
九
万
円

■
お
問
い
合
わ
せ

　

中
北
保
健
福
祉
事
務
所　

　

福
祉
課
児
童
家
庭
担
当

☎
０
５
５
ー
２
３
７
ー
１
３
８
１

 

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

母
子
・
寡
婦
家
庭
の
み
な
さ
ん

お
子
さ
ん
の
入
学
進
学
に
必
要

な
資
金
計
画
は
お
済
で
す
か
？

　
　
「
働
く
パ
パ
・
マ
マ
の
応
援
団
」

　
　
　
　
　
　
　

〜
病
児
・
病
後
児
保
育
所

　
　
　
　
　
　
　

 

「
ス
マ
イ
ル
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
〜

「
ス
マ
イ
ル
」
の
利
用
者
の
声

○
小
学
生
兄
弟
の
母

　

兄
弟
で
長
期
に
利
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
仕
事
も
休
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
所
を
、
預
か
っ
て
も

ら
え
て
と
て
も
助
か
り
ま
し
た
。
看

護
師
さ
ん
保
育
士
さ
ん
が
見
て
く
れ

る
の
で
安
心
し
て
預
け
ら
れ
ま
す
。

子
ど
も
が
「
ま
た
行
き
た
い
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。

○
３
歳
児
の
母

　

子
ど
も
の
病
気
で
仕
事
を
休
む
日

が
多
く
、
育
児
と
仕
事
の
両
立
の
難

し
さ
を
感
じ
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
思

い
切
っ
て
ス
マ
イ
ル
さ
ん
を
利
用
し

た
ら
子
ど
も
の
一
日
の
様
子
も
詳
し

く
知
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
安
心

し
て
預
け
ら
れ
ま
し
た
。


